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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
同様の材料の第１層と第２層を作成し、
第１層と第２層の一方にパターン形成して電気回路パターンを作成し、それによって、材
料部分の分布を有するパターン形成された層を作成し、
第１層と第２層の他方において材料部分の分布を変化させ、パターン形成された層の前記
材料部分の分布にマッチさせる、
工程を含む、面内に熱膨張率勾配を設計する方法。
【発明の詳細な説明】
発明の分野
本発明は、広くは、マイクロエレクトロニクスの製造と組み立ての分野に関するものであ
り、より詳しくは、種々システムの構成部分及び／又は組み立ての際の接着剤硬化に由来
する熱膨張率（ＣＴＥ）の不一致によって生じる、集積回路チップ／パッケージシステム
において、曲げモーメントを低下させる又は解消し応力を低下させる方法と装置に関する
。より具体的には、本発明は、種々の構成部分の熱膨張率をマッチさせる、構成部分の間
で異なる熱膨張率のコントロールを提供する、及び／又は曲げモーメントをゼロにして熱
膨張率による曲げモーメントを相殺することによって、半導体チップ／パッケージのシス
テムを安定化・形成するアセンブリ技術に関する。
発明の背景
多数の電子回路部品が、例えばシリコンやゲルマニウムの１～４ｃｍ2のチップの表面上
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に散りばめられる電子マイクロ回路又は「チップ」は、現在の工業技術における不可欠で
必須なパーツになっている。この技術の工業的重要性は非常に大きいため、チップの性能
、信頼性、使用寿命を改良するため、絶えず努力がなされている。
しかしながら、これらのチップのデリケートな構造と非常に小さいサイズは、格別に新し
くて難しい技術的問題を生じさせた。熱膨張率（ＣＴＥ）、放熱、接着剤の収縮、曲げ弾
性率などの巨視的スケールでは周知の物理的現象によって一般に生じるこれらの問題は、
電子チップの微視的領域で顕在化する全く新しくて多くは不都合な一連の作用をもたらし
ている。
詳しくは、一般的なチップが、支持基材に装着されてそれに電気接続される。次いで基材
がプリント回路ボードに固定される。即ち、基材は、情報処理のためにプリント回路ボー
ド上の導体から得られた電気信号をチップに伝達する中間的機能をするだけでなく、チッ
プから出力信号を受け、さらなる情報処理のため、これらの出力信号を別なプリント回路
ボードの導体に伝える。
チップは、励起されるとかなりの熱量を発生し、これは１～４ｃｍの面積を有するチップ
から５０～１００ワットのオーダーの放熱になることがあり、チップの熱膨張とその基材
の熱膨張はいくつかの極めて破壊的な作用をもたらすことがある。このような狭い領域で
発生した熱を、過熱によるチップ損傷を避ける仕方でコントロールすることは、未だ十分
に満足できる方法では解決されていない問題である。
例えば、熱に関係するチップ損傷の１つの原因は、拡散その他でチップに付与される回路
部品の電気特性が、チップの寸法の変化とともに非常に顕著に変化し得ることにある。例
えば、チップの熱膨張によって生じるこれらのチップ寸法の変化は、膨張したチップ製品
を役立たないものにし、場合により、出力信号を狂わせることがある。また、これらの不
都合な熱膨張作用は、基材にその周囲が固定されたチップの中央部を湾曲、屈曲、又は弓
曲させ得る。この湾曲は、多くは、チップとその下地基材の間の電気接続の少なくとも一
部を離れさせ、互いに分断させる。主としてこれらの理由により、チップの性能が駄目に
なる。
言うまでもなく、熱膨張が引き起こす電気接続の故障による回路連結の破損は、完全には
回避できないにせよ少なくとも最小限にされる必要のある熱膨張の作用によるものである
。
熱的に引き起こされる湾曲に原因するもう１つの破損作用に、クラックと破壊がある。こ
の条件下において、チップは大きな範囲でクラックや破壊を起こすが、これは、チップが
曲げられるとチップの最も外側の表面に引張応力が生じるためである。これらの応力は、
チップの破壊強度を上回ると、チップにクラックや破壊を生じさせる。熱的作用は、チッ
プに限られず、基材やその他のチップパッケージ用材料にも現われる。
基材は、基材材料の２～１５枚又はそれ以上の層を積み重ねることによって形成される構
造体であり、これらの層の少なくとも２つは異なる組成である。これらの層の各々が形成
される材料は、極めて異なる傾向にあり、いくつかの層は例えば金属であり（例えば、銅
、ニッケル、又は金）、その他の例示の層はエポキシ樹脂やガラス配合物である。これら
の個々の層の熱膨張率は、それぞれかなり相異し、コントロールできない湾曲や熱による
基材表面の変形を招き、これは、回路使用の際にチップに及ぼされるだけでなく、基材の
製造に必要な高温によっても基材に及ぼされる。
好ましくは、チップを支持してチップとプリント回路ボードの間に電気接触を形成する基
材表面は、全ての使用条件下で「平滑」であるべきである。事実として、基材そのものが
十分に「平滑」でなければ、チップと基材の間に電気接触を形成できないことが示されて
いる。
また、熱膨張が関係する作用とは別に、所望の程度の基材平滑性が損なわれる他の原因も
ある。これらの熱膨張が関与しない平滑性低下の１つは、層を形成するプロセスにおいて
、個々の層の厚さを完全にはコントロールできないことで現われる。これらの個々の層の
厚さの変動は、別な製造ロット間だけでなく、同じ層の異なる部分又は領域でも、標準的
又は好ましい厚さから逸脱する。個々の層の厚さのこれらの変動は、基材内の熱膨張率（
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ＣＴＥ）の局所的変化に帰因し、基材のひずみに結びつくこともある。
これらの微視的条件下での平滑性の評価基準を確立し、それによって、工業的に受け入れ
られる平滑性の変動と受け入れられないものとを区別するため、いくつかの基準が確立さ
れている。第１に、チップの装着とパッケージのための「平滑性」は、単位面積あたりの
最大高さと下側偏差の比として定義され、工業的に実施されており、平面からの最大許容
偏差は２．５μｍである。さらに、全体のチップパッケージやチップパッケージ構成部分
についての平滑性のひずみ又は低下のその他の工業的に受け入れられた基準があり、全体
のチップパッケージについて６～８ミルを超えるひずみは工業的に受け入れられない。こ
れは達成が難しい目標であるが、所方の基材層の厚さの変動が±１５％にも及ぶことがあ
るにもかかわらずチップパッケージ工業が満たさなければならない目標である。
これらの曲がりや屈曲の問題を解決する又は少なくとも対処する検討において、チップパ
ッケージ工業は２つの全く相対する方向に動いてきた。厚さが約４０ミル以上のセラミッ
ク基材が使用されている。これらの厚さの基材は、支持された基材に対して非常に大きい
ため、チップの曲がりは生じない。
もう１つの相対する工業的アプローチは、本質的に非常に薄い、例えば厚さ約２ミル以下
のフィルムである基材を使用することであった。これらの薄い基材フィルムは変形し、圧
縮応力、表面不規則性などの殆ど全てを吸収し、「ブリスター」又は「シュリンクラップ
」パッケージがパッケージされる物の形状に自ら一致すると同様な仕方で、チップを本質
的に平滑で変形されていない状態のままにする。
ちなみに、上記のもの以外のチップ曲がりの原因もあることに留意すべきである。１つの
例示としての熱に関与せずに製造に関係する曲がりの原因は、チップを基材に固定してチ
ップとその表面の間の電気接続を安定化させるための、チップとその対応基材の相対する
表面の間に施される接着剤アンダフィルによるものである。チップの直ぐ下のこの基材領
域（ダイ区域と称されることが多い）の電気接続は、一般に、ハンダ付けされた接続であ
る。この点において、これらの接続のハンダは、ダイ区域内の電気接続を弱くし破壊する
経時的な劣化を受ける。ハンダ接続におけるこの劣化には多くの原因があり、これらの原
因の１つは、チップとその基材の間の相対的運動によって引き起こされる疲労である。ハ
ンダ付け接続の間のダイ区域の中の空間に接着剤（通常はエポキシ樹脂接着剤）を充填す
ることは、チップを基材に結合させ、ハンダ付け接続の劣化の原因としての相対的運動を
低下させるが、接着剤はある不都合な副作用をもたらす。例えば、硬化又は剛直化すると
き、接着剤は不都合な構造的応力のさらなる箇所になる。硬化した接着剤は収縮し、ハン
ダ付け接続を圧縮下に置き、これらの圧縮力により、チップや基材にさらに別の曲がり運
動を与える。
曲がりや曲げモーメントに対処するためのこれらの技術は、いろいろな原因の中で大なり
小なりの成功を収めていることは明らかであり、それらは厚さ約４０ミル以上の大きい基
材又は厚さ約２ミル以下の薄いフィルムの基材であり、２ミルを上回る厚さで４０ミルよ
りも薄い中間範囲の基材についての同様な問題を解決する示唆はしていない。
この中間範囲の基材は、チップに適度の平滑性を維持させるには薄過ぎる。また、これら
の中間範囲の基材は、いろいろな原因による曲げモーメントの全てを吸収し、割合に厚い
チップがその組み合わせを構造的に支配して全ての重要なチップを平滑に維持するには厚
過ぎる。事実として、この中間範囲の基材は、曲げ応力をそれらのそれぞれのチップに伝
達し、それによって、上記に概説したチップ曲げ応力の困難性を増大するには格好の基材
である。しかしながら、これらの構造的制約にもかかわらず、この中間的な厚さの範囲の
チップ基材に対して大きな商業的要論がある。
チップパッケージを完成させるため、チップは通常基材の中央に取り付けられる。チップ
と基材の組み合わせを強化するためのリングが、多くの場合、接着剤によって基材に接着
又は固定され、接着剤は基材の縁に施され、チップを取り付ける前又は後でリング中央の
中でチップを本質的に包囲する。リングは、チップの周りにフレームを形成し、リングの
内側周辺はチップの対応エッジから間隔を設けられ、リングの高さはチップのそれよりも
若干高い。この仕方において、基材に結合されるリング表面の反対のリング表面に接着さ
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れるリッド又はカバーは、チップの対応するダイ区域の上に間隔を設けられて位置し、チ
ップの上側表面とリッドの相対するダイ区域表面の間にギャップを残し、これは後に熱伝
導性材料で充填される。
熱膨張率、接着剤の収縮、平滑性の不規則さ、及び上記に考察したひずみ、反り、変形の
その他の原因は、リングとリッドに本質的に同様な力を与える。従って、市場性のあるチ
ップパッケージを製造するためには、問題とされる工業的実情や標準で規定される許容で
きる平滑度の中にチップとチップ部品の平滑度を維持するように、とりわけ２ミル～４０
ミル、中でも５ミル～２５ミルの厚さの基材を有するチップについてのこれらの不都合な
応力や曲げ作用が回避され、又は少なくともコントロールされ抑えられるべきである。
発明の要旨
本発明は、熱的に安定で、高い構造的完全性を有し、種々のパッケージ構成部分の間に生
じる熱応力を相殺するアセンブリ技術とその得られた生産品に関する。このことは、一部
においては、パッケージ基材上に取り付けられる強化リングの熱膨張率が基材と随意のリ
ッドの熱膨張率にマッチするようにパッケージを設計することによって達成される。また
、強化リングを接着するために使用される特定の接着剤が、その熱膨張率が基材、リング
、リッドのそれにマッチするように選択される。さらに、基材は、その熱膨張率がチップ
のそれと、また、強化リングのそれとも少なくともある程度マッチするように設計される
。
1．接着剤の封入
例えば、チップパッケージの曲がりは、リッドに１以上のスロット又は孔を形成すること
により、大きく低下させることができる。この１つ以上のスロットは、チップ、基材、リ
ッドの間のダイ区域、及びチップエッジとリング内壁の間の空間に形成されるチップを囲
む空隙と流体との連絡を形成する。接着剤が、孔を通してこの空隙に注入される。この仕
方によって、チップは注封又は封入され、同時に接着剤は下部を満たす。チップを全支持
構造体に接着することは、チップ構造体をより大きい基材、リング、及びリッドの組み合
わせに効果的に一体化させる。即ち、大きい規模で、上記の熱的又は機械的影響の１つ以
上の下での曲げから、結合されたチップが保護される。
同様に、リッド中のスロットと独立して又は組み合わせて、基材もしくはリング又はその
双方に１つ以上のスロット又は孔が形成され、チップを囲む空隙と連通させることができ
る。基材又はリングの孔を通して導入された接着剤は、リッドのスロットを通して入れら
れた接着剤と同じ仕方で、チップの曲がりの問題を軽減させる。ここで、１つ又は２つだ
けのスロットから空隙に接着剤を流入させるのが好ましいことが分っている。２つより多
いスロットから空隙に接着剤を流入させると、特にチップの下の接着剤に泡を生じさせ、
最も不都合な結果をもたらすことがある。
2．選択的に積み重ねられた基材の層
次に基材に関して、先に、基材は２～１５枚の層又はそれ以上の層を積み重ねることによ
って形成されることができ、これらの層の少なくとも２つは異なる材料であると述べた。
この点において、曲がりに影響する主な層は、基材の外側表面である。ここで、本発明の
顕著な特徴により、例えば銅の層のような厚さと平滑度が最も慎重にコントロールされ得
る材料を外側層に使用し、さらに、次第に大きい製造公差を示す層を中心の方に漸次内側
に付加することによって、曲がり作用が顕著に低下され、例えば、ある例における曲がり
は、本発明のこの特徴の実施により約４００μｍから１５０μｍ未満まで低下した。
この仕方で基材層を積み重ねることにより、基材の全体的な曲がりは回避され、少なくと
もチップ使用において通常現われる温度範囲で、不都合な曲がり現象は概ね解消される。
さらに、本発明のこの原理は、基材に用途を有するだけでなく、リングやリッドの構造に
も適切に適用されることができる。
3．単位面積あたりの構成のコントロール
個々の層の厚さのコントロールは、所望の厚さから±１５％にも及んで変動し得ることを
前述した。これらの厚さの変動は、基材の、又は上記のような他のチップパッケージの構
成部分のさらなる曲がりを生じさせる。また、種々の層が、層の異なる箇所で異なる組成
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を有することがある。このことは、別個な伝導性（conductive）経路を形成するための、
金属層のパターン化の結果として生じることがある。ここで、本発明をさらに特徴づける
プロセスによって製造されたチップは、曲げ応力の価値ある低下を提供することができる
。本発明のこの特徴にしたがうと、チップパッケージの構成部分（基材は例示のもの）が
、小さな単位の領域に分割される。構成部分の外側表面の方に次第に近づく各層の単位面
積構成から分析され、各単位面積下の基材の対称面から同じ距離の層の部分の全てが、同
じ材料の実質的に同じ量を含むかどうかを測定する。それぞれの層が調節・制御され、単
位面積内の各相対する層に存在する同じ材料の量がほぼ同じ量のチップパッケージ構造部
分を作成し、それにより、全体的に低い曲がりを有する構造を提供する。
4．ダイ区域の熱膨張率コントロール
チップパッケージ技術のマイクロコスムにおける熱膨張率メカニズムの慎重な分析と、本
発明のもう１つの特徴によると、予想される作動温度の範囲でチップ平滑性を維持する見
地から、ダイの直ぐ下の基材の熱膨張率が非常に重要なことが分った。基材と上部チップ
のダイ区域の中で熱膨張率の不一致があると、不都合で潜在的な破壊をもたらす曲げ又は
電気接触の剪断応力が、チップとチップ－基材電気接続に加わるであろう。ここで、本発
明の明確な特徴が、基材ダイ区域の熱膨張率をチップのそれに近づける一方で、チップパ
ッケージの平均熱膨張率、より具体的には基材の平均熱膨張率を、パッケージされたマイ
クロチップが取り付けられる回路ボードの熱膨張率にマッチさせることにより、この問題
を解決する。
本発明のこの特徴は、基材とチップの間の熱膨張率の相対的相違を低下させ、それによっ
て、チップの曲げ応力、ハンダ接続の剪断、疲労を生じさせる熱膨張の差異を回避する。
即ち、チップと基材のダイ区域は、ほぼ同じ熱膨張率を享有し、温度が変化しても一緒に
膨張・収縮する。一緒に膨張・収縮することにより、従来、チップに曲げや反りを生じさ
せ、ハンダ接続に剪断力を与えていたチップと基材ダイ区域の間の相対的動きは解消され
る。さらに、基材と付帯チップパッケージの平均熱膨張率をプリント回路ボードの熱膨張
率にマッチさせることにより、チップパッケージとプリント回路ボードの間の相対的運動
、付随の曲げ応力、剪断力もまた抑えられる。
5．選択的な熱膨張率の調節
熱に帰因する曲げ応力にさらに対処するため、本発明は、材料の１つの層の熱膨張率を別
な層のほぼそれに選択的に調節する新規な技術をさらに提供する。この特徴ある構造は、
マトリックス層に形成された任意の予め決められた所望の形状の２つ以上の溝、窪み、又
は孔を有する。これらの孔又は箇所は、マトリックス層の熱膨張率とかなり異なる熱膨張
率を有する別な材料で満たされる。加熱すると、孔の中の材料は、その箇所が設けられた
周囲マトリックスと異なる速度と範囲で膨張する。この異なる膨張は、少なくともそれぞ
れの箇所の付近でマトリックス層に応力を生じさせるが、マトリックスの周囲部分を押し
ている膨張した孔のフィラー材料の合計の作用は、マトリックス層の実際の熱膨張率を高
める。マトリックスに形成されるその箇所の数と配置を適切に選択し、ある制限の中で１
種以上のフィラー材料を選ぶことによって、マトリックス層又は層の一部が、所定の熱膨
張率を呈するように調節されることができる。
また、孔の表面に接着する適当な材料でマトリックスの孔を満たすことによって、本発明
の実施によりこの逆の結果を得ることもできる。即ち、マトリックスの孔を満たす材料が
縮む（マトリックスに比較して）程度の適当な温度を与えると、その材料によってマトリ
ックスに及ぼされる力は、本発明にしたがって処理されていないマトリックスよりも、大
きい程度でマトリックスを引き締める。この結果、このように処理されたマトリックスは
、ベースのマトリックス材料の熱膨張率と大きく異なることができる熱膨張率による収縮
性を収得する。
チップパッケージに本発明のこの特徴を与えると、基材層は、ダイ区域に選択された数と
分布の孔が提供されることができる。周囲マトリックスと異なる熱膨張を有する材料で満
たされたこれらの孔は、上に位置するチップの熱膨張率に近づける目的で、ダイ区域のマ
トリックスの全体的熱膨張率に近い。ここで、マトリックスの周囲の近くとリングの下に
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、マトリックス孔とフィラー材料の異なる組み合わせを選択し、マトリックス層のこの部
分の全体的熱膨張率が、上に位置するリングの熱膨張率に近いことを可能にさせる。孔の
数、層の中でのそれらの分布、これらの孔のフィラー材料を適切に選択することにより、
本発明の実施によって、マトリックスの熱膨張率を調節することができ、それによって、
チップ曲がりと曲げ応力の双方をほぼ無くすることができる。
6．チップパッケージのリッドの熱膨張率の調節
言うまでもないが、チップは、チップを適切に機能させ続けるためには熱が放散される必
要がある非常に集中した熱源であり、極端な場合には、全く機能しなくなる。リッドの表
面積の大部分にわたってチップで発生した熱を放散させる目的で、チップからリッドのダ
イ区域に熱を伝えるための熱伝導性インターフェイスを、チップと上部リッドの間のダイ
区域に適用することができる。本発明に使用するのに適当な典型的なインターフェイスは
、米国特許第5545473号（発明者J．G．Ameenら、発明の名称「熱伝導性インターフェイス
」、1996年８月13日発行）に記載されている。
リッドのダイ区域にチップが結合されるべきこれらの態様において、チップの熱膨張率と
リッドの熱膨張率の差によって生じる応力と曲がり作用が、ここでも重要になる。通常、
チップパッケージのリッドは、銅又はアルミニウムで形成される。あるいは、アルミニウ
ムと炭化ケイ素、又は銅と炭化ケイ素その他の低熱膨張率強化材の組み合わせが使用可能
であった。本発明のもう１つの大きな特徴によると、例えば、アルミニウムは２３ＰＰＭ
／℃の熱膨張率を有することが認識される。このため、リッドの異なる部分でアルミニウ
ムと炭化ケイ素の比を調整することにより、純アルミニウムの２３ＰＰＭ／℃から純炭化
ケイ素の３．７ＰＰＭ／℃までの範囲の所定の熱膨張率が調整可能である。
この知識に基づき、リッドの隣接部分に結合されるチップの熱膨張率にマッチさせる目的
で、高い炭化ケイ素と低いアルミニウムの濃度組成がダイ区域に形成されることができる
。ここで、リングに結合されるリッドの周辺部分は、異なるアルミニウム／炭化ケイ素の
割合である。この場合、リッドの周辺部分におけるアルミニウムと炭化ケイ素の相対的濃
度は、リッドの平均熱膨張率が、基材／ダイの組み合わせの平均熱膨張にマッチするよう
に選択される。この技術により、チップとリッドのダイ区域の間、リングとリッドのリン
グに結合される部分の間の相対的運動、及び熱膨張の関数としての結果的な曲がりは回避
され、各チップパッケージの構成部分が本質的に平滑性を維持しながら、ダイ又は接着剤
の境界の応力を下げることを可能にする。
アルミニウムと炭化ケイ素の所望の濃度（即ち、２つだけのあり得る材料）は、いくつか
の仕方で調節可能である。本発明をさらに特徴づけるこれらの技術の１つは、リングの外
側寸法と同じ寸法の多孔質体を用意する。この成形体は、ダイ区域とほぼ同じ寸法を有す
る多孔質炭化ケイ素の厚みのある中央コアを有する。この成形体の縁における１つ以上の
周囲の窪みは、リングの熱膨張率にある程度マッチする炭化ケイ素の濃度を確立する。溶
融アルミニウムは、本質的に多孔質炭化ケイ素マトリックスの中に拡散し、アルミニウム
と炭化ケイ素の相対的割合は、それぞれの下に位置する構成部分の各熱膨張率にマッチす
るように、成形体の端から端までで変化する。この仕方において、リッドの周辺の熱膨張
率は、所定の値（例えば、リングの熱膨張率）に近い。このように、本発明のこの特徴の
実施によって、リッドに非常に様々の熱膨張特性が与えられ、これらの特性は、リッドの
ダイ区域の熱膨張率をチップの熱膨張率に、また、リッドの周辺の熱膨張率をリングのそ
れにマッチさせる。
7．熱膨張率の相殺
本発明のさらなる特徴は、基材からチップに及ぼされ得る曲げモーメントを打ち消し又は
相殺し、それによって、基材とチップの間の相対的運動を解消し、従って、この相対的運
動が生じさせ得るチップのそれに関係する曲げを回避する。本発明のこの特徴のある態様
において、活性チップと同じ熱膨張率又は類似の熱膨張率を有する電気的に不活性の構成
部分又は受動的な電気部品（例えば、キャパシタ、抵抗体、誘導子）が、電気的活性チッ
プが接続される側と反対の基材の側で、基材の露出したダイ区域表面に接続される。電気
的活性チップと、電気的受動又は不活性エレメントは、双方とも本質的に同じ熱膨張率を
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含有するため、双方のチップの熱膨張はほぼ同じである。基材に対するこれらのチップの
相対的運動は、同じであっても基材の反対側であり、それによって、そうしなければ生じ
るであろう何らかのチップに関係する曲げモーメントを効果的に打ち消す。この態様にお
いて、電気的活性チップは、適度に平滑なままである。
本発明のこの特徴のもう１つの態様は、基材のダイ区域に強化材を挿入し、デバイスの作
動温度範囲にわたって、基材のその部分が、基材のその部分の上に直接装着されたチップ
に対して曲がることを防ぐ。このように装着されると、強化材は、一般に、チップのダイ
区域における不都合な基材の曲がりを克服する。
このように、本発明の原理にしたがうと、チップのパッケージ部品の間の相対的運動によ
る起こり得る破壊作用を解決する方法と装置が提供される。ここで、本発明の範囲は、本
願の請求の範囲によってのみ限定される。
【図面の簡単な説明】
図１は、本発明の原理を採用したチップ／パッケージシステムの平面図である。
図２は、図１の線II－IIにそって得られた、図１のチップ／パッケージシステムの断面図
である。
図３は、図１のチップ／パッケージシステムのパッケージ構成部分の縦断面図である。
図４は、パッケージの各層の各格子内の材料含有率を分析するための格子パターンを示す
パッケージの一部の平面図である。
図５は、図３の線Ｖ－Ｖにそって得た水平断面図である。
図６は、図３の線VI－VIにそって得た水平断面図である。
図７は、多数の予めラミネートされた孔を示す、パッケージを作成するために使用される
層の縦断面図である。
図８は、誘導性層と外側伝導性層（conductive layer）を備えた、予めラミネートされた
積層の有孔層の縦断面図である。
図９は、誘導性層からの材料が多数の孔に流入してそれらを満たす、ラミネート後の図８
の積層の縦断面図である。
図１０は、穿孔の代わりに層に溝を入れられ、ラミネート前にフィラー材料を充填された
、別な態様の縦断面図である。
図１１は、孔が所望のパターンで形成された有孔層の平面図である。
図１２は、熱膨張率の異なる領域を有するリッドを作成するために使用されるプレフォー
ムの側面図である。
図１３は、溶融金属を図１２のセラミックプレフォームの中に圧力浸透させるための、型
の中のプレフォームを示す断面図である。
図１４は、成形後の完成したリッドの側面図である。
図１５は、リッドの残部と異なる熱膨張率を有するインサートを受け入れるための、中央
に開口部を有するリッドの側面図である。
図１６は、図１５のXVI－XVIにそって得られた図１５のリッドの縦断面図である。
図１７は、図１５と１６に示されたリッドを完成するために使用されるインサートの側面
図である。
図１８は、チップと反対のパッケージの下側に取り付けられた膜擬ダイを示す断面図であ
る。
図１９は、本発明の１つの態様に使用されるｅＰＴＦＥマトリックスの結節とフィブリル
の下部組織を示す走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）写真である。
図２０は、本発明のもう１つの態様に使用されるｅＰＴＦＥマトリックスの結節とフィブ
リルの下部組織を示すＳＥＭ像である。
１．接着剤の封入
本発明のより完全な理解のために、図１と２を参照すると、チップ／パッケージシステム
10は、第１と第２の相対する平面14と16を有するパッケージ12を備える。集積回路チップ
18は、ハンダバンプ又はボール20によって、パッケージ12の表面14に接続可能である。ハ
ンダボール20は、パッケージ12とチップ18との機械的及び電気的接続を形成する。
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相対する表面24と26を有する束縛リング22が、接着剤層28によって、パッケージ12に結合
される。束縛リングは、チップ装着キャビティ30を画定する中央に配置された四角い開口
部を有する。一般に、束縛リングは、パッケージを強化し、チップ取付の前後でのパッケ
ージの取扱いを容易にさせ、パッケージ12の熱膨張率（ＣＴＥ）がチップ18のそれと一致
しない場合に生じる熱的に引き起こされた曲げモーメントを抑える。束縛リング22の厚さ
は、チップ18の対応寸法よりも若干大きい。
相対する表面34と36を有するリッド32は、接着剤層38によって束縛リング22に結合される
。リッド32の内側表面38は、チップ18の上側表面から間隔を設けられる。リッド32、束縛
リング22、及びパッケージ12の外側周辺は同じところにあり、四角形を形成する。特定の
態様において、四角形は各辺が３３ｍｍである。ここで、四角形の構造が使用されること
が多いが、パッケージが四角形の形状であることは必須ではない。また、３３ｍｍのサイ
ズは１つの態様であり、別なサイズが採用されてもよい。
電子デバイスに装着されるとき、チップ／パッケージシステム10は、ハンダボール42によ
ってプリント回路ボード（ＰＷＢ）40に装着される。ハンダボール20と同様に、ハンダボ
ール42は、パッケージとプリント回路ボード40の間の電気的・機械的接続を提供する。
好ましくは、パッケージ12とプリント回路ボード40の双方が、交互に配置された誘導性層
と導電性層の多層ラミネートからなる。有機物の好ましい誘電性材料と、好ましい導電性
材料は、下記により詳しく説明する。
パッケージ12とチップ18の間の機械的接続を強化するために、チップ18の下側表面とパッ
ケージ12の上側表面の間に接着剤アンダーフィルが施された場合、チップ／パッケージの
アセンブリに問題が生じる。接着剤が硬化して縮むとき、パッケージ12はひずみやすく、
チップ18はパッケージ12に接続されているため、曲げモーメントがチップ18に加わること
がある。この曲げモーメントは、十分に大きければ、チップを破損させ、チップに形成さ
れた回路や部品を壊し、及び／又はチップとパッケージの間のハンダボール接続を損なう
ことがある。
本発明の１つの局面は、リッド32をチップ18の上側表面に機械的に接続する接着剤でチッ
プ装着キャビティ30を充填することによって、曲げモーメントに対処する又は解消するこ
とである。接着剤は、リッド32が束縛リング22に適所に結合された後、チップ装着キャビ
ティ30に導入される。
接着剤は、開口部44を通して液体状態で施され、この開口部は、好ましくは、チップ／パ
ッケージシステム10の４辺の１つに平行に形成された細長いスロットである。適用技術の
１つの例として、開口部44の中に延ばした針によって液体接着剤が施されることができる
。針の先端をハンダボールの近くに置き、スロットのある開口部44にそって先端を前進さ
せながら、先端からアンダーフィル接着剤を出す。接着剤は毛管作用によって移動し、チ
ップ18の下側表面とパッケージ12の上側表面の間の領域を覆う。
アンダーフィル接着剤が施された後、アプリケーター又は針の先端が、リッド32の下側表
面38とチップ18の上側表面の間のスペースの近くに置かれ、再度、スロットのある開口部
にそって先端を前進させることにより、毛管作用が接着剤をこのスペースに引き込むこと
ができる。
図２に示すように、全体のチップ装着キャビティが接着剤で充填され、又は単に、チップ
18と、リッド32及びパッケージ12の表面の間のスペースが充填されることもできる。開口
部44の代わりに、又はそれに付加して、パッケージに開口部46が形成されることもできる
。全キャビティ30が充填されるべき場合、開口部44又は46が、チップ18の外辺のいずれか
１つに平行である必要はない。
開口部46は、スロットではなく、孔が妥当である。また、接着剤の充填の際に空気を逃が
すために、キャビティに接着剤を充填するときに２つの開口部があることが一般に好まし
い。２つの孔はリッドに形成されることができ、又は、図２に示したように、１つがリッ
ドに形成されてもう１つがパッケージに形成されてもよい。
チップの結合面に接触する接着剤は同時に硬化するため、また、接着剤はチップ18をその
反対側で構造体に接続するため、接着剤収縮とチップ片面の熱膨張率の不一致によって生
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じる曲げモーメントは、熱収縮と他面の熱膨張率の不一致によって生じる曲げモーメント
によって相殺される。
曲げモーメントの相殺と解消に併せて、パッケージ12とリッド32は、相対する曲げモーメ
ントが同等で逆ではないように、２つの構成部分の熱膨張率がほぼマッチすべく選択され
た材料からなる。
キャビティ30に導入される接着剤は、熱伝導性であることが好ましく、チップ18で発生し
た熱がキャビティ30からリッド32（同様に、熱伝導性材料からなることが好ましい）に移
動することを保証するためである。
接着剤層28と38は、任意の適切な接着剤からなることができ、例えば、限定されるもので
はないが、エポキシ接着剤、耐湿性で１５０℃を上回る温度に耐え得る接着剤で含浸され
た多孔質基材、耐湿性で１５０℃を上回る（好ましくは２００℃を上回る）温度に耐え得
る接着剤－フィラーの混合物で含浸された多孔質基材、耐湿性で１５０℃を上回る（好ま
しくは２００℃を上回る）温度に耐え得る接着剤－導電性粒子の混合物で含浸された多孔
質基材（例えば、Ａｂｌｅｓｔｉｋ▲Ｒ▼）が挙げられる。接着剤層28と38は、同じ材料
又は異なる材料からなることができる。Ａｂｌｅｓｔｉｋ　ＥＣＦ５６４とＥＣＦ５６４
Ａ導電性エポキシ、ＧｏｒｅＢｏｎｄ　Ｍ６など、いくつかが市販されている。オーバー
フィルとアンダーフィルの接着剤は、Ｈｙｓｏ１４５２６０のようなＳｉＯ2含有液体エ
ポキシであることもできる。また、アンダーフィル接着剤は、ハンダその他の金属系結合
剤であることもできる。接着剤として使用されるその他の適切な材料は、下記に説明する
。
接着剤層28と38に使用される接着剤は、好ましくは、シート状であるが、キャビティ30に
充填される接着剤は、好ましくは、液体状である。ここで、シート状接着剤は、液体材料
で置き換えることができ、キャビティ30の液体材料は、少なくともチップ18とリッド32の
間の領域については、シート状材料で置き換えることができる。
２．選択的に重ねられた基材層
図３は、図１のチップ／パッケージシステムに使用されることができる、パッケージ12の
ラミネート構造の縦断面図である。本発明の特徴にしたがうと、外側層56と78に例えば各
層が厚さ約２０μｍの金属層を用い（これらの材料は、メーカーの厚さ許容公差が最少限
であり、通常金属層である）、製造許容公差が次第に大きくなる材料（通常、誘電性層）
を外側層48と50から中央又はコア層52（例えば、厚さ３５μｍの銅）を段階的に（progre
ssively）付加することにより、熱膨張の観点から全基材がバランスする。また、バラン
スはこのようなものであり、このため、曲がり、チップへのその破壊的作用（図３に示し
ていない）、又はチップと電気接触を形成する可能性は大きく克服される。
チップ作動の通常範囲内で有意な熱的曲がりを呈しない適切な基材を形成するための層の
組み合わせは、図３に示すように、ハンダマスク層48からの順序で、対称面が通るコア層
52の導電性銅中央の方に内側に、
ａ）２０μｍのＣｕ／Ｎｉ／Ａｕ層56の導体、
ｂ）４４μｍのシアネートエステル－エポキシ－ｅＰＴＦＥ（ＣＥ／Ｅ－ｅＰＴＦＥ）層
58の誘電体、
ｃ）９μｍのＣｕ層60の導体、
ｄ）５０μｍのビスマレイミド－トリアジン（ＢＴ）－エポキシ／ガラス層62の誘電体、
ｅ）１８μｍのＣｕ層64の導体、
ｆ）４４μｍのＣＥ／Ｅ－ｅＰＴＦＥ層66の誘電体、
を備える。
例えは、ＣＥ／Ｅ－エポキシ－ｅＰＴＦＥ層58は、次のようにして調製し、即ち、５．９
５ポンドのＭ－３０（チバガイギー社）、４．０７ポンドのＲＳＬ１４６２（シェルレジ
ンズ社）、４．５７ポンドの2,4,6-トリブロモフェニルを末端とするテトラブロモビスフ
ェノールＡカーボネートオリゴマー（ＢＤ－５８）（グレートレイクス社）、１３６ｇの
ビスフェノールＡ（アルドリッチ社）、２３．４ｇのＩｒｇａｎｏｘ１０１０、ミネラル
スピリット中のＭｎ　ＨＥＸ－ＣＥＭの１０％溶液の１８．１ｇ、及び８．４０ｋｇのＭ
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ＥＫを混合することによってワニス溶液を作成した。このワニス溶液を２つの別な容器の
中で２０重量％と５３．８重量％にさらに希釈した。この２つのワニス溶液を別な含浸槽
に注ぎ入れ、ｅＰＴＦＥウェブを、１つの含浸槽に通して直ぐ後に別な含浸槽に続けて通
した。均一性を保証するため、ワニスを絶えず攪拌した。含浸させたウェブを、直ちに加
熱オーブンに通し、全て又は殆ど全ての溶媒を除去し、接着剤を部分的に硬化させ、ロー
ル上に回収した。このｅＰＴＦＥウェブは、図１１に示したように、例えば、２５μｍ、
４０μｍのような任意の所望の厚さを有することができる。２５μｍの厚さの材料は、単
位面積あたり１１．２～１３．８ｇ／ｍ2の重さを有した。
図３に示すように、層の同じ対応する列が、外側層50とコア層52の間に提供される。これ
らは、誘電性層68、伝導性層70、誘電性層72、伝導性層74、誘電性層76、伝導性層78を備
える。銅層60と、対称面54の反対側の対応する銅層74は、ＣＥ／Ｅ－ｅＰＴＦＥ層（銅層
よりもかなり大きい製造上の厚さの公差を有する）とＢＴ－エポキシ／ガラス層の間に挿
入されていることに注意すべきであり、これは、装置、即ち、導体用の回路（ＣＥ／Ｅ－
ｅＰＴＦＥ層よりも大きい製造上の厚さの公差を有する）トレースが、真の銅層ではなく
て、銅導体のパターンだからである。本発明のこの局面での原理、即ち、より良好にコン
トロールされた厚さの材料は、パッケージ12の外側の方に配置され、厚さのコントロール
の程度が比較的少ない層はコア52の近くに配置されるという原理は、場合により破られる
が、これは、ＣＥ／Ｅ－ｅＰＴＦＥ層66について理解できるように、ミクロチップパッケ
ージの主要な電気的ニーズを満たすためである。
銅層54、70、64の厚さは慎重にコントロールされることができ、ＢＴ－エポキシ／ガラス
層とＣＥ／Ｅ－ｅＰＴＦＥ層の厚さも、銅層と同等ではないが慎重にコントロールされる
ことができるため、ＢＴ－エポキシ／ガラスとＣＥ／Ｅ－ｅＰＴＦＥの間に銅を挿入する
ことは、基材12の熱膨張応答を悪化せず、基材12の合計としての熱膨張を抑えるのにより
役に立つ。従って、本発明のこの局面の原理的特徴は、製造許容公差（及び、所定の層の
厚さから相違して基材12の全体的な熱膨張応答を悪化させる可能性）が、ＣＥ／Ｅ－ｅＰ
ＴＦＥ層66（全ての層の中で最高の熱膨張率を有し、基材12の他の層材料よりも高い）に
ついてはより大きいことを特徴とする。
上記に説明した原理にしたがって層を配置する必要があるが、その他の適切な層材料が、
図３に示したものと置き換えられてもよい。例えば、一般的な誘電性材料であるＦＲ４（
又は任意の適切な誘電性材料）の層が、図３に示したＢＴ－エポキシ／ガラス層に置き換
えられてよい。また、ラミネートされたパッケージ12を形成するのに、より多くの又はよ
り少ない数の層が採用されてもよい。
本発明のこの局面の実施による、基材11の機械的特性の改良をより明確に説明するため、
次の表を参照されたい。

基材12を形成する層の組成を、上記のように、別な公知の基材層材料で置き換えることに
よって変更させることができるが、基材の内側層として、最も大きい製造厚さ許容公差（
通常、誘導体）を有する層を配置しても、本発明によって提供される改良性能が得られる
ことは明らかである。
以上から明らかなように、ラミネート式基材又はパッケージ12の個々の層の配置は、寸法
コントロール、高い曲げ剛性、基材内での熱膨張率の適合性を得るように選択的になされ
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る。即ち、基材内の熱膨張率の差異を回避するために、対称面の相対する側の層が同じ材
料からなり、同じ厚さを有することが重要である。ラミネートされた基材の外側層に金属
層を配置することが望ましいだけでなく、曲げ剛性を高めるには、外側金属層を内側金属
層よりも薄くすることが望ましい。
３．単位面積の組成コントロール
本発明のもう１つの局面は、２つの層の熱膨張率がマッチすることを保証するために、相
対する層の相殺操作が行われるべきかどうかを判断するため、各層の材料組成を分析する
ことである。
例えば、図３と４に関して、伝導性層60は、回路を形成するために金属が除去された領域
を有する、パターン状の層である。金属が除去された層60の領域においては、対称に配置
された伝導性層74の対応領域は、異なる金属分を有し、２つの層60と74の間に熱膨張率の
局所的な相違をもたらす。熱膨張率の差異は曲がりをもたらすことがある。相違するが対
称的に相対する層に多少の金属が堆積されたような、堆積によって形成された層について
も同じことがあてはまる。
本発明の１つの局面は、１つの層の材料含有率を分析し、次いで材料含有率をマッチさせ
るように相対する層を変化させることである。図３と４に関して、基材12が、単位面積の
正方形80の列に分割される。これらの正方形は、例えば１ｍｍ2である。この正方形80は
、パッケージの全層にわたるスペースに広がり、１つの層の各正方形は、対称の相対する
層に同等領域を有する。
正方形の列のそれぞれの正方形の各々の境界の中にある基材12の各層の組成が分析され、
問題とする単位領域の各層の中で、これらの材料の各々の材料と濃度を特定する。
各層の中の材料のこの濃度又は分布は、層の設計ファイルのオリジナルデータより、又は
層のマスクワークの分析によって求められる。例えば、図３と４に示すように、銅層６０
と7４は、上記のように、真の層ではなく、電気コネクター用の適切な導体を形成するた
めのパッケージ12の中の導体の分布である。この状態をより的確に説明するため、図５を
参照すると、図３の断面Ｖ－Ｖの平面図を示す。
図５に示すように、「層」60を含む銅導体は、基材12の全領域には延在せず、銅の小さい
不均一な又は不均等に分布した部分を占めるに過ぎなく、その領域では、層60を構成する
銅導体によって覆われずに、基材12の平面領域のこれらの部分でＢＴ－エポキシ／ガラス
層62が露出する。
次に、図６は、銅の電気導体74の不均等で不均一な分布と、層60の銅の量に比較し、層74
を形成する導体の銅の若干多めの量を示す。
この仕方において、層の中の単位面積あたりの例示の銅濃度が明らかにされることができ
る。図６に示すように、層60と74の各々の共通単位領域80の中の銅の調節された濃度は同
じでなく、これは、これらの層に与えられる電気回路の要件のためである。それにもかか
わらず、層60の電気不活性銅ストリップ60Aと、層74から除去された電気的に不要の銅部
分74Aは、２つの銅の電気回路層60と74の間で適切なバランスを形成するのである。同じ
基材層材料の濃度をバランスさせることにより、基材12の曲がりはかなり抑えることがで
きる。この目的のためのバランスは、対称面から同じ距離にある相対する層のペアに同じ
濃度又は同じ空隙を形成することと定義される。
例えば、層60（図５）の中の銅の量をバランスさせて比較層74の中の銅の量に近づけるた
め、電気不活性の銅のストリップ60Aが、ＢＴ－エポキシ／ガラス層62の表面に付加され
る。あるいは、層74を形成する電気導体から、電気的に不要な銅74Aの等価量が除去され
ることにより、相対的な銅濃度がバランスされることができる。
当然ながら、現実の実施においては完全なバランスはあり得ない。本発明の目的のための
バランスは、回路の電気的要件が満たされる一方で、物理的構造としての層の各々の銅濃
度の間の均一性を出来るだけ近く形成することを可能にする程度で達成される。１つの相
対する層のペア、例えば層60と74の間でアンバランスが存在すると、このアンバランスは
、同等で反対の曲げモーメントを形成するように、第２のペアの例えば64と70の層を故意
にアンバランスさせることによって相殺されることもできる。
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意図する目的を達成するために上記の仕方のいずれかの１つ以上を利用してバランスを強
制することも、当然ながら本発明の範囲内である。
電気導体層60と74に関して本発明の特定の例を説明したが、本発明の目的において定義さ
れるバランスは、銅について上記に説明したプロセスを用い、Ｃｕ／Ｎｉ／Ａｕ層56、Ｃ
Ｅ／Ｅ－ｅＰＴＦＥ層58、ＢＴ－エポキシ／ガラス層62に含まれる成分の範囲内で追求さ
れることも必要である。
この仕方において、単位面積の四角形80によって画定される単位面積の四角形の各々の中
の層の間で、成分濃度の全体的バランス、又は同等性を確立することにより、曲がりその
他の不都合な熱膨張による曲げモーメントは、大幅に削減される。
層の成分材料の濃度を操作することによる技術は、基材12に限定されるものではなく、リ
ッドや束縛リングなどのチップ／パッケージシステムのその他の構成部分の全部又は一部
に首尾よく適用されることができる。
上記の本質的意義は、相対する層の熱膨張率が局所的にマッチされることである。即ち、
ラミネート構造の相対する層に同じ材料を使用したとき、互いに重なる領域（共通領域を
意味）は、２つの層の一方もしくは他方、又は両方を交替することによって、ほぼ同じ量
の材料を有する。この交替は、材料の付加（例えば、堆積）又は材料の除去（例えば、エ
ッチング）の形態であることができる。この効果は同じであり、即ち、個々の対称的にマ
ッチした層の長さと幅で熱膨張率の勾配を調整（account）することにより、パッケージ
の信頼性が高められる。
４．ダイ区域の熱膨張率コントロール
再び図１と２に関して、チップ18のような集積回路チップは、一般に、パッケージ12のよ
うな非セラミック材料からなる下地パッケージに比較して実質的に異なる熱膨張率（ＣＴ
Ｅ）を有するシリコンのような材料からなる。これらの熱膨張率の相違は、チップ18をパ
ッケージ12に取り付けるハンダボール接続に応力を与える。
この問題の解決は、２つの異なる熱膨張率であって、１つはプリント回路ボード（ＰＷＢ
）40のそれにほぼマッチして他方はチップ18のそれにほぼマッチする熱膨張率を有するパ
ッケージを作成することを含む。言い換えると、チップ18の熱膨張率は、チップ18の直ぐ
下にある基材12の部分12Aの熱膨張率にほぼマッチされる。
一般に、チップ18は有機物パッケージよりも低い熱膨張率を有するため、パッケージの部
分12Aは、基材の周囲領域よりも低い熱膨張率を有する。しかしながら、このことは、条
件が逆転できないと言うことではなく、別な又は異なる構成部分を装着するために、中央
領域は周囲領域よりも高い熱膨張率を有することができる。
中央に異なる熱膨張率を形成するため、パッケージ12のチップ装着領域12Aは，種々の仕
方で達成されることができる。１つは、材料そのものが異なる熱膨張率を提供するように
選択され、中央領域に多層構造で種々の材料を使用することである。チップ18の下のパッ
ケージ12の部分12Aに層状の材料（例えば、銅、モリブデン、インバール）の組み合わせ
が選択され、チップ18とパッケージ12の双方の通常の作動温度範囲にわたって、チップ18
の熱膨張率に類似であるが全体的に高い合計熱膨張率を領域12Aに提供する。この仕方に
おいて、チップ18と基材12の間の不都合な相対的運動が大きく解消される。
チップ18の熱膨張率にパッケージ12の部分12Aの熱膨張率を近づけるることで、また、本
発明にしたがうことにより、全パッケージ12の平均熱膨張率が、パッケージ12とその取付
チップ18が結合されるプリント回路ボード40の熱膨張率にマッチされるはずである。プリ
ント回路ボード40の熱膨張率を、パッケージ12とチップ18の総計熱膨張率に本質的に近似
させ得ないことは、プリント回路ボード40とパッケージ12の間に、熱が起因する曲げ・剪
断モーメントの発生をもたらすことがある。このようにして生じたプリント回路ボード40
とパッケージ12の間のアンバランスな力はチップ18に伝達され、これが、上記の不都合な
状態でこの曲がりと相対的なモーメントに結びつき、例えば、ハンダ付け電気接続やパッ
ケージとプリント回路ボード40の間の電気接続に剪断を及ぼす。同様な状態で、パッケー
ジ12とプリント回路ボード40の間に電気接続を形成するために使用されたハンダボール40
が、不都合な剪断事象に曝される。本発明のこの局面の典型的な態様において、調整され
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るべき次の構成部分と例示の熱膨張率特性は以下の通りである。

従って、チップ18の下のパッケージ12の領域12Aは、例えば６～１０ＰＰＭ／℃のような
、２～３ＰＰＭ／℃の範囲まで出来るだけ近い熱膨張率を享有することができる。また、
パッケージ12の総計又は平均熱膨張率は、プリント回路ボードの熱膨張率に近づくために
、１６～１７ＰＰＭ／℃の範囲にあることができる。

ここで、
α＝ｘ面とｙ面で空間的に変化するパッケージ12の熱膨張率
α＝全パッケージ12の平均熱膨張率
パッケージのチップの下の部分にいろいろな熱膨張率を使用することは、フリップチップ
パッケージ、又はパッケージとプリント回路ボードの間の周囲のボールグリット列コネク
ターを採用する上で特に適する。図２に見られるように、ハンダボールは、チップキャビ
ティ30の下部領域のプリント回路ボード40とパッケージ12の間には使用されない。この理
由は、チップ18の熱膨張率にマッチさせるために下げられた、パッケージ12の領域12Aの
間で熱膨張率の不一致が存在するであろうためである。ここで、プリント回路ボード40と
チップ／パッケージの組み合わせの間の相対的運動が、特殊な応用において調整されるな
らば、チップ18の一部又は全部がハンダボール42と同居することができる。
上記に例示し説明した態様は、主として、２つの明確に異なる領域と２つの明確に異なる
熱膨張率を有する基材に関するものであったが、特にマルチチップモジュール（ＭＣＭ）
のようなパッケージ上にマルチチップを装着する場合、いくつかの追加の領域が適用され
ることもできる。また、チップ装着領域は、中央に位置する必要はなく、パッケージの実
質的に全ての領域に配置されることができる。
５．選択的な熱膨張率の調節
パッケージ12のいろいろな領域がいろいろな熱膨張率を有することが望まれる場合、例え
ばパッケージの熱膨張率を２つの異なる構成部分にマッチさせることを試みるとき、パッ
ケージ12を形成する層状構造を物理的に変更することによって熱膨張率を変化させること
ができる。
図７に関して、コア層82の一方の表面86から他方の表面88までコア層を貫く複数の横に配
向した孔84を含めるため、コア層82が、ドリル、エッチングその他によって加工される。
コア層82は、図３のコア層52に相当する１つであり、層52と同様に、コア層は一般に銅か
らなる。
図８において、コア層82は、２つの誘電性層90と92の間に重ねられて示されている。一般
に、層のラミネーションアセンブリは、さらに、誘電性層90と92のそれぞれ相対する側に
配置された伝導性層94と96を備えることができる。
誘電性層が、プレスする直前にＢ段階である有機材料からなる場合、誘電性材料は、図９
に示したように、孔に流入してそれを満たす。コア層82は、このため、その中に全体に分
配された誘電性材料を有する銅マトリックスを備えた複合材料となる。この誘電性材料は
、銅よりも高い熱膨張率を有し、このため、コア層の熱膨張率は、孔84が存在すると高め
られる。
あるいは、孔84は、パッケージの熱膨張率に所望の作用を与えるため、ラミネーションの
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前に何らかの材料で満たされることもできる。例えば、割合に低い熱膨張率を有するフィ
ラーが、液体として孔84を満たすことができ、ラミネーション工程にコア82を供する前に
固化させることができる。
別な態様として、図１０を参照して、コア層98が、機械加工、エッチングその他で加工さ
れ、所望の熱膨張率変化を与えるように選択されたフィラー材料102で充填される１つ以
上の溝100を形成することもできる。より低い熱膨張率のフィラーは、コア98の熱膨張率
を下げることができ、より高い熱膨張率のフィラーは、コア98の熱膨張率を高めることが
できる。
孔、溝、その他の仕方が使用されるにおいて、コアは、任意の公知技術の例えばレーザー
穿孔、機械加工、打ち抜き、エッチングなどで加工することができる。また、この加工は
、必ずしも、ラミネートされたパッケージのコア層に形成されず、誘電性又は伝導性の任
意の層に形成されることができる。
コア層を越えて層に加工を施す場合、対称の等価層が同様に変更される必要がある。例え
ば、図３において、孔が形成されて伝導性層64の中に満たされた場合、対称的に相対する
伝導性層70の同じ位置に、同じパターンの孔と同じフィラーが使用されなければならない
。
図１１に示すように、熱膨張率の局所的な変化が必要な場所に、割合に密に詰まった配置
で、コア層82に格子状パターンで孔84が配置されることができる。例えば、チップ18の下
の領域でパッケージ12の熱膨張率をマッチさせるため（図２）、コア層82に、コア層を覆
うチップ装着領域で孔をパターン形成することができる。次いでその孔に、その領域のパ
ッケージの熱膨張率を増加又は低下させる材料を充填することができる。
６．チップパッケージのリッドの熱膨張率調節
上記のように、チップ18は、１ｃｍ2～４ｃｍ2のオーダーであることができるが、場合に
より１００ワットものかなりの熱量を発生する。チップ18の電気特性の劣化やさらには破
壊を回避するために、チップ18が許容温度内で作動を続けることができるように、この熱
を発散させる何らかの手段を提供する必要がある。
チップ18によって発生した熱をリッド32に常に放散するように、重要な放散機能を与える
ため、本発明の１つの局面において、アミーンらの米国特許’４７３に記載のタイプのペ
ーストとその特許に記載のペースト誘導体を用いると、チップ18をリッド32に接続する体
積に、適切な熱伝導性と熱膨張率がマッチする接着剤を提供することが見出された。
本発明のさらなる原理にしたがい、マッチしない熱膨張率特性によって生じる曲がりの程
度を抑える目的で、リッド32の熱膨張率を今度はチップ18の熱膨張率に近似させ、さらに
、かなり相違する束縛リング22とパッケージ12の熱膨張率に近似させることが、リッド32
の材料組成の操作による。
上記のように、従来技術のリッドは、一般に、アルミニウム又は銅から作成されるか、あ
るいは、アルミニウム又は銅を炭化ケイ素又はその他の低熱膨張率強化マトリックスに付
加して作成される。例えば、アルミニウムは２３ＰＰＭ／℃の熱膨張率を有し、純粋な炭
化ケイ素は３．７ＰＰＭ／℃の熱膨張率を有する。このため、リッド32は、純粋な炭化ケ
イ素の３．７ＰＰＭ／℃と純粋なアルミニウムの２３ＰＰＭ／℃の範囲の任意に設定され
た熱膨張率を享有できる可能性がある。
本発明によると、リッド32が熱的・物理的に接触するチップ／パッケージ10の異なる構成
部分とマッチするためには、熱膨張率の異なる領域を設けられるべきであることが確認さ
れた。このことは、いろいろな仕方で達成されることができる。例えば、リッド32は、炭
化ケイ素とアルミニウムを含む金属マトリックス材料からなることができる。材料の濃度
は、リッドの所望の２つの領域の熱膨張率を達成するように変化させることができ、特に
、チップ18に位置的に対応するリッドの中央領域は、リッド32の周囲領域よりも低い熱膨
張率を有する構成にされ、好ましくは、束縛リング22より高い熱膨張率にマッチする熱膨
張率にされる。
２つの領域の熱膨張率のリッドは、次の仕方で作成されることができる。図１２に関して
、プレフォーム104は、炭化ケイ素粉末又はウィスカーからなる。プレフォームはプレス
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されて所望の形状にされるか、又は機械加工又は切断されてその所望の形状を形成するこ
とができる。所望の形状は、中央領域106が外側領域108と110よりも厚い寸法を有するも
のである。プレフォーム104は、標準的な粉末金属冶金技術を用いて作成可能である。
次いでプレフォーム106は、型の中に入れられ、溶融アルミニウムを加圧含浸される。図
１３に示すように、型ダイ112と114は、プレフォームの中央領域にほぼ隣接し、外側領域
の周りに空隙を形成する。加圧含浸の後、図１４に示すように、仕上げられたリッド116
は、パッケージ12にフィットする所望の全体的形状を有するが、中央領域は、比較的高い
濃度の炭化ケイ素を有し、中央領域は比較的低い熱膨張率を有することができる。具体的
には、低めの熱膨張率は、チップのそれにほぼマッチし、これは約２．６であり、一方で
より高い熱膨張率のアルミニウムを高めの濃度で有する外側領域は、束縛リングのそれに
ほぼマッチするように設計される。
束縛リングに結合されるリッドの周囲部分は、リングの熱膨張率に近づくように、高めの
アルミニウムと低めの炭化ケイ素の濃度を有するべきであるため、リッドを形成する炭化
ケイ素の周囲部分にアルミニウムを吸収させるにおいて、リッドの中央部分よりもこの周
囲領域に割合に多めのアルミニウムが添加される。リッドの各部分に相対的濃度を選択す
ることによって、リッドの平均熱膨張率は、パッケージ12の平均熱膨張率と、チップ18の
異なる平均熱膨張率にマッチする。リッドにおけるこの相対的なアルミニウムと炭化ケイ
素の濃度の操作は、ミクロチップパッケージと構成部分が実質的に平坦性を維持する一方
で、ダイ又は接着剤境界に及ぼされる応力を減らすことを可能にする。
炭化ケイ素プレフォームの大きい中央部分は、本質的に多孔質であり、仕上げられたリッ
ドの異なる領域において、アルミニウムと炭化ケイ素の比を確定する。前述のように、炭
化ケイ素に対するアルミニウムの多めの濃度は、リングの付近に必要である。これらの濃
度は、プレフォームの中にアルミニウムを溶解させ、プレフォームの外側領域の上又は下
の空隙を充填することによって達成される。この仕方において、１つの領域のリングと別
な領域のチップの熱膨張率に近づく熱膨張率を与えるアルミニウムと炭化ケイ素の濃度が
提供される。
その結果、本発明の実施を介して、リッドのある部分の熱膨張率が、リッドの対応部分に
結合されたチップ／パッケージシステム10（図１）の別な構成部分の熱膨張率特性に本質
的にマッチするように形成されることを可能にする。
上記に炭化ケイ素／アルミニウムの系を説明したが、異なる領域に異なる熱膨張率を呈す
るリッドを形成するように、その他の材料が使用されることもできる。また、単一の粉末
状材料のセラミックや金属を使用し、異なる圧縮力を適用することによって、異なる領域
で熱膨張率を変化させることもできる。例えば、中央領域が、外側領域よりも高い又は低
い理論密度を有することができ、ある場合に、熱膨張率の十分な差異を提供することもで
きる。この場合、粉末状材料は、熱膨張率の所望の差異を与えるように、選択され及び／
又は混合されることができる。
別な態様が図１５～１７に示されており、ここでは、リッド118が中央開口部120を有する
ように作成される。インサート122が、開口部120にフィットするサイズにされる。インサ
ート122は、リッド118を形成するのに使用される材料と異なる熱膨張率を有する材料から
なる。特に、リッドの中央領域に比較的低い熱膨張率が望まれる場合、中央領域がチップ
を覆う場合のように、インサートは、リッドの残部よりも低い熱膨張率を有する材料から
作成されることができる。
図１５～１７の態様を実施するため、リッド118は、単一片から作成されて中央開口部120
が機械加工されることができ、あるいは、リッドが粉末の金属又はセラミックから作成さ
れるように、開口部が一体に形成されることもできる。インサートは、同じ技術で形成さ
れることができ、例えば、アルミニウムを含浸された炭化ケイ素プレフォームを含んでな
ることもできる。任意の割合で、インサートの熱膨張率はチップのそれにマッチするよう
に特別に作成され、また、リッド118の熱膨張率は束縛リングのそれにマッチするように
特別に作成されることができる。
また、リッドの中央領域における炭化ケイ素のより高い濃度は、所望のリッドの同じ寸法
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。この中央キャビティの中に、高密度の多孔質炭化ケイ素のスラグが入れられ、キャビテ
ィを充填する。このプレフォームをアルミニウムで含浸した後、高めの炭化ケイ素濃度の
中央領域と、低めの炭化ケイ素濃度の周囲領域を有するリッドが得られる。
７．熱膨張の相殺
次に図１８に関し、チップ124が、ハンダボール128によってパッケージ126に装着されて
示されている。束縛リング130は、パッケージ126の上側表面に装着されている。
チップ124とパッケージ126の間の熱膨張率の相違により、チップ124に作用してチップの
平坦性を潜在的に損なう曲げモーメントが発生する。チップ124がシリコンであって、パ
ッケージが、本願で説明する材料からなる薄い有機物誘電性層を使用したものであれば、
材料の相違による熱膨張率の相違は大きい。
本発明によると、パッケージにチップを結合させる前に、パッケージ126の下側表面に偽
ダイ132が結合される。偽ダイ132は、チップ124に熱膨張率がマッチし、とりわけアンダ
ーフィル接着剤が硬化するときにチップ／パッケージ取付によって発生する曲げモーメン
トに対抗する。即ち、偽ダイ132は、チップ取付の際に、モーメントを反対の曲げモーメ
ントで相殺する。
偽ダイ132は、シリコンからなることができるが、チップ124に類似の熱膨張率を呈するそ
の他の材料も使用可能である。ここで、それはチップ124の正反対に配置されるべきであ
る。また、曲げモーメントに抵抗するように厚めに作成されるならば、シリコンチップを
覆う異なる熱膨張率を有する材料が使用されてもよい。例えば、アルミニウムは約９の熱
膨張率を有するが、同じ作用を得るのに十分に厚くされるならば、使用可能である。
本発明のもう１つの局面は、偽ダイをパッケージに接着によって結合させ、同時に、チッ
プ124とパッケージ126の間の領域にアンダーフィル接着剤を施すことである。両方の接着
剤の同時硬化は、偽ダイの曲げモーメントが、アンダーフィルの接着剤の収縮によって生
じる曲げモーメントを相殺することを保証する。
偽ダイ132は、受動的強化材であることができるが、パッケージ上に形成されたコンデン
サーのような電気部品の形態を取ることもできる。また、偽ダイは、品質管理に不合格の
実際のチップであることもでき、あるいは、コンデンサー、抵抗、インダクタンスのよう
な「受動的」部品と称されることが多い１つ以上の回路部品であることもできる。ここで
、重要な点は、受動的部品が、マイクロチップパッケージの予想される作動温度の範囲に
わたって、チップによって生じる熱膨張率と本質的に同じであって但し方向が逆の、熱膨
張が引き起こす曲げモーメントを提供すべきである。
この仕方において、さもなければチップや基材をひずませる又は反らせて、同等であるが
基材の反対側に及ぼす力が、実質的に互いに相殺することができる。これらの等しくて反
対の力の間のバランスの物理的結果は、互いに打ち消し合い、それによって、チップを本
質的に平坦に維持することを可能にする。
下記の表は、電気的受動部品として使用される種々の材料に実験的に現れた結果を例示す
る。
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ダイ区域とミクロチップのパッケージを平坦に維持するのに、いろいろな強化材によって
与えられる改良の例示するため、下記の表に注目されたい。

－工業的有用性－
上記の本発明の態様の各々は、マイクロチップパッケージを形成する個々の構成部分の間
の相対的な動きを本質的に除去、コントロール、又は低下させることにより、この相対的
な動きの源を制約することなく、改良されたマイクロチップパッケージに大きく寄与する
。即ち、熱膨張に起因するひずみ、異なる基材層の製造公差による反りなどによって、マ
イロチップパッケージの構成部分間の相対的動きの各々と、このような動きの不都合な結
果は、かなりの程度で回避される。
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上記のように、接着剤28と38はいろいろな接着剤材料であることができる。１つの態様に
おいて、接着剤はフルオロポリマー材料を含み、例えば、多孔質ポリテトラフルオロエチ
レン（ＰＴＦＥ）であり、特には、Ｇｏｒｅ社の米国特許第３９５３５６６号に教示の押
出及び／又は延伸膨張ＰＴＦＥである。この材料は、一般に、米国特許第３９５３５６６
号にしたがってその元の長さの少なくとも２～４倍に伸長された多孔質延伸膨張ＰＴＦＥ
である。この伸長によって生じた気孔は、充填材料が２つの構成部分の間に押し込められ
るとき、生来的な空気の逃げ場として作用する。また、延伸膨張ＰＴＦＥの性質により、
構成部分のパーツの間の熱膨張率の相違により生じた応力は、伝導性層がそれらの間に配
置されるならば、伝導性層に開放されることができる。
適切な境界組成物には、約５０～６０体積％の固形分のＺｎＯ、ＢＮ、その他の非伝導性
で良好な熱伝導性のフィラーを含むＰＴＦＥが挙げられる。最終的な生産品は、所望の適
合性の程度を得るように、４：１、３：１、又は２：１の比で延伸膨張されることができ
る。前述のように、延伸膨張プロセスによって生じた気孔の存在は、仕上生産品の適合性
に寄与し、この材料が２つの平行なプレートの間に配置されて一緒に圧力を受けたとき、
捕獲空気を逃がすのに役立つ。これらの材料は、任意の適切な形状に作成されることがで
き、例えば、５～１５ミル（０．１２７～０．３８１ｍｍ）の範囲の厚さを有する薄いテ
ープである。
本発明に使用するのに適切なもう１つの組成物は、１～４０μｍの粒子サイズを有する銅
やニッケルのような金属粉末を充填したＰＴＦＥである。２モードや３モードの分布が、
このような材料の詰まりを与え、例えば、４０～４５μｍの粒子を混合した１～５μｍの
粒子である。これにより、高い充填密度を可能にし、適合性を損なうことなく、熱伝導性
の増加もまた得られる。仕上られた充填材入りＰＴＦＥに対する金属の全体積割合（空気
を含む）は２０～９０％の範囲である。仕上げられた材料17と56は、接着剤とフィラーの
混合物を吸収した又は含浸された多孔質マトリックス系としての材料であることができる
。
本発明のもう１つの態様において、接着剤17と56は、基材の元の気孔体積に多量のフィラ
ーと熱可塑性又は熱硬化性接着剤を吸収し、加熱させて接着剤を部分硬化させ、Ｂ段階組
成物を形成した不織基材としての多孔質マトリックスである。基材は、フルオロポリマー
、例えば、米国特許第３９５３５６６号、同４４８２５１６号（いずれも本願で参考にし
て取り入れられている）の多孔質延伸膨張ポリテトラフルオロエチレン材料である。望ま
しくは、平均流量気孔サイズ（ＭＦＰＳ）は、最大粒子の約２～５倍又はそれ以上である
べきであり、フィラーのそれの約２．４倍を上回るＭＦＰＳが特に好ましい。ここで、平
均流量気孔サイズと平均粒子サイズの比を１．４より高いように選択して得られる適当な
組成物も、本発明の範囲内である。また、最小気孔サイズと平均粒子サイズの比が少なく
とも０．８より大きい、又は最小気孔サイズと最大粒子サイズの比が少なくとも０．４よ
り大きいとき、許容できる組成物が調製可能である。ＭＦＰＳと粒子サイズの比は、Ｍｉ
ｃｒｏｔｒａｋ▲Ｒ▼ＦＲＡ型粒子分析装置を用いて測定することができる。
あるいは、相対的な気孔と粒子のサイズを測定するための別なメカニズムが、最小気孔サ
イズが最大粒子サイズの約１．４倍以上であるとして計算されることもできる。
延伸膨張フルオロポリマー基材の他に、多孔質延伸膨張ポリオレフィンの例えば超高分子
量（ＵＨＭＷ）ポリエチレン、延伸膨張ポリプロピレン、ペースト押出と、犠牲フィラー
、多孔質の無機又は有機フォーム、微細多孔質セルロースアセテートを混和することによ
って調製されたポリテトラフルオロエチレンが使用されることもできる。
多孔質基材は、少なくとも３０％、好ましくは少なくとも５０％、最も好ましくは少なく
とも７０％の初期空隙体積を有し、空隙の中に熱硬化性又は熱可塑性接着剤樹脂と微粒子
フィラーのペーストの含浸を容易にし、同時に全体的な複合材料の脆性と粒子の沈降を防
ぐために融通性のある強化を提供する。
フィラーは、Ｍｉｃｒｏｔｒａｋ（登録商標）型式ＦＲＡの粒子分析装置で分析した場合
、粒子の集合を形成し、ヒストグラムによって最大粒子サイズ、最小粒子サイズ、及び平
均粒子サイズを表示する。
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接着剤に混和されるべき適切なフィラーには、限定されるものではないが、ＢａＴｉＯ3

、ＳｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3、ＺｎＯ、ＺｒＯ2、ＴｉＯ2、沈降したゾルゲルセラミックの例え
ばシリカ、チタニア、及びアルミナ、非伝導性炭素（カーボンブラック）、及びこれらの
混合物が挙げられる。特に好ましいフィラーはＳｉＯ2、ＺｒＯ2、ＴｉＯ2そのもの、又
はこれらと非伝導性炭素との組み合わせである。最も好ましいフィラーは、米国特許第４
７０５７６２号に教示の蒸気金属燃焼プロセスによって製造されたフィラーであり、限定
されるものではないが、例えば、本質的に充実、即ち中空球でなく、均一な表面曲率と高
度な球形性を有する、ケイ素、チタン、アルミニウムから得られるシリカ、チタニア、ア
ルミナの粒子である。
フィラーは、シリル化剤によって及び／又はカップリング剤使用によるような接着剤マト
リックスに反応する薬剤を使用することによってフィラーを疎水性にする周知の技術によ
り処理されることができる。適切なカップリング剤には、シラン、チタネート、ジルコネ
ート、及びアルミネートが挙げられる。適切なシリル化剤には、限定されるものではない
が、官能性シリル化剤、シラザン、シラノール、シロキサンを挙げることができる。適切
なシラザンには、限定されるものではないが、ヘキサメチルジシラザン（Huls H730）と
ヘキサメチルシクロトリシラザン、シリルアミドの例えばビス（トリメチルシリル）アセ
トアミド（Huls B2500）、シリルユリアの例えばトリメチルシリルユリア、及びシリルイ
ミダゾールの例えばトリメチルシリルイミダゾールが挙げられる。
チタネートカップリング剤は、テトラアルキル型、モノアルコキシ型、配位型、キレート
型、第４塩型、ネオアルコキシ型、シクロヘテロ原子型によって例示される。好ましいチ
タネートには、テトラアルキルチタネート、Ｔｙｚｏｒ（登録商標）ＴＯＴ〔テトラキス
（2-エチル-ヘキシル）チタネート〕、Ｔｙｚｏｒ（登録商標）ＴＰＴ〔テトライソプロ
ピルチタネート〕、キレート化チタネート、Ｔｙｚｏｒ（登録商標）ＧＢＡ〔チタンアセ
チルアセチルアセトネート〕、Ｔｙｚｏｒ（登録商標）ＤＣ〔チタンエチルアセトアセト
ネート〕、Ｔｙｚｏｒ（登録商標）ＣＬＡ（デュポン社の所有）、モノアルコキシ（Ｋｅ
ｎ－Ｒｅａｃｔ（登録商標）ＫＲＶＴＴＳ）、Ｋｅｎ－Ｒｅａｃｔ（登録商標）、ＫＲ５
５テトラ（2,2-ジアリロキシメチル）ブチル、ジ（ジトリデシル）ホスフィットチタネー
ト、ＬＩＣＡ（登録商標）３８ネオペンチル（ジアリル）オキシ、トリ（ジオクチル）ピ
ロ-ホスフェートチタネートが挙げられる。
適切なジルコネートは、Ｋｅｎｒｉｃｈカタログの２２頁に詳しく記載されている任意の
ジルコネートであり、とりわけＫＺ５５-テトラ（2,2-ジアリロキシメチル）ブチル、ジ
（ジトリデシル）ホスフィットジルコネート、ＮＺ－０１－ネオペンチル（ジアリル）オ
キシ、トリネオデカノイルジルコネート、ＮＺ－０９－ネオペンチル（ジアリル）オキシ
、トリ（ドデシル）ベンゼン-スルホニルジルコネートが挙げられる。
本発明に使用可能なアルミネートには、限定されるものではないが、Ｋｅｎｒｉｃｈ（登
録商標）、ジイソブチル（オレイル）アセトアセチルアルミネート（ＫＡ３０１）、ジイ
ソプロピル（オレイル）アセトアセチルアルミネート（ＫＡ３２２）、及びＫＡ４８９が
挙げられる。
上記の他に、例えば、ジビニルベンゼンやジビニルピリジンような架橋したビニルポリマ
ー、又は最初に非常に高い希釈率（ＭＥＫ中の０．１～１．０％の溶液）で施される開示
された任意の熱硬化性マトリックス接着剤のサイジングのようなある種のポリマーが使用
可能である。また、ジクミルペルオキシドのようなある種の有機過酸化物がフィラーと反
応されることもできる。
接着剤そのものは熱硬化性又は熱可塑性でよく、ポリグリシジルエーテル、ポリシアヌレ
ート、ポリイソシアネート、ビス-ドリアジン樹脂、ポリ（ビス-マレイミド）、ノルボル
ネンを末端とするポリイミド、ポリノルボルネン、アセチレンを末端とするポリイミド、
ポリブタジエン及びその官能化コポリマー、環状オレフィンポリシクロブテン、ポリシロ
キサン、官能化ポリフェニレンエーテル、ポリアクリレート、ノボラックポリマーとその
コポリマー、フルオロポリマーとそのコポリマー、メラミンポリマーとそのコポリマー、
ポリ（ビスフェニルシクロブタン）、及びこれらの配合物又はプレポリマーを挙げること
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ができる。上記の接着剤は、難燃性や高められた靱性を付与するように、それらを相互に
配合されることもでき、又は別なポリマーや添加剤を配合されることもできると理解すべ
きである。
本願において、平均流量気孔サイズと最小気孔サイズは、それらの値を直接提示するＣｏ
ｕｌｔｅｒ▲Ｒ▼ポロメロターＩＩ（英国のＬｕｔｏｎにあるコールターエレクトロニク
ス社）を用いて測定した。平均粒子サイズと最大粒子サイズは、マイクロトラック光散乱
粒子サイズ分析器の型番ＦＲＡ（米国ペンシルバニア州のノースウェールズにあるＬｅｅ
ｄｓ　＆　Ｎｏｒｔｈｕｐのマイクロトラック部門）を用いて測定した。平均粒子サイズ
（ＡＰＳ）は、粒子の５０％がそれよりも大きい値と定義される。最大粒子サイズ（ＬＰ
Ｓ）は、マイクロトラックのヒストグラムで最大の検出可能な粒子と定義される。あるい
は、最大粒子サイズは、マイクロトラックＦＲＡが１００％の粒子がそれを通過したと決
定したときの最小点と定義される。
一般に、接着剤とフィラーの誘電体の調製方法は、（a）潤滑されて押出されたプレフォ
ームを、小さな粒子と接着剤が空隙又は気孔体積の中に自由に流れ込むことを可能にする
のに十分な微細構造まで伸長することによって、ポリテトラフルオロエチレンシートを延
伸膨張する、（b）例えば熱硬化性又は熱可塑性材料のポリマーとフィラーからペースト
を作成する、（c）浸漬、コーティング、圧力供給によって、延伸膨張ポリテトラフルオ
ロエチレンのような高度に多孔質の足場の中に接着剤とフィラーのペーストを吸収させる
ことを含む。
表１は、基材の平均流量気孔サイズ（ＭＦＰＳ）と粒子サイズの関係の効果を示す。平均
流量気孔サイズ（ＭＦＰＳ）と最大粒子サイズの比が１．４以下であると、劣った結果が
見られる。この場合、均一な複合材料が観察されず、フィラー粒子の殆どは、微細多孔質
の基材に均一には侵入しない。平均流量気孔サイズ（ＭＦＰＳ）対最大粒子サイズの比が
約２．０を上回ると、均一な複合材料が得られる。また、平均流量気孔サイズ対最大粒子
サイズの比が大きい程、均一な分散系が微細多孔質基材の中に入り込む相対的な割合が高
い。
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例１
２８１．６ｇのＴｉＯ2（TI Pure R-900、デュポン社）を、ＭＥＫ中の難燃化されたジシ
アンアミド／2-メチルイミダゾール触媒のビスフェノールＡを基剤とするポリグリシジル
エーテル（Nelco N-4002-5,ネルコ社）の２０重量％溶液中に混ぜ入れることによって微
細な分散系を調製した。均一性を保証するため、この分散系を絶えず攪拌した。延伸膨張
ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）の小片をこの樹脂混合物の中に浸した。可撓性
のある複合材料を得るため、このウェブを張力下で１６５℃にて１分間乾燥した。このよ
うにして得られた部分硬化した接着剤複合材料は、５７重量％のＴｉＯ2、１３重量％の
ＰＴＦＥ、及び３０重量％のエポキシ接着剤を含んだ。この接着剤シートの数層を銅箔の
間に配置し、真空を利用した液圧プレスにより２２５℃の温度で９０分間６００ｐｓｉで
プレスし、次いで圧力下で冷却した。これにより１９．０の誘電率を有する銅ラミネート
が得られ、１００μｍ（０．００３９インチ（３．９ミル））の誘電体ラミネート厚さの
平均層厚さにおいて、２８０℃のハンダ衝撃に３０秒間耐えた。
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例２
フェニルトリメトキシシラン（04330，Huls/Petrarch）で前処理した３８６ｇのＳｉＯ2

（HW-11-89，Harbison Walker社）を、２００ｇのビスマレイミドトリアジン樹脂（BT206
OBJ，三菱ガス化学社）と３８８ｇのＭＥＫのマンガン触媒溶液に混ぜ入れることによっ
て微細な分散系を調製した。均一性を保証するため、この分散系を絶えず攪拌した。次い
で厚さ０．０００２インチの延伸膨張ＰＴＦＥの小片をこの樹脂混合物の中に浸し、取り
出し、次いで可撓性のある複合材料を得るため、張力下で１６５℃にて１分間乾燥した。
このプリプレグの数層を銅箔の間に配置し、真空を利用した液圧プレスにより２２５℃の
温度で２５０ｐｓｉで９０分間プレスし、次いで圧力下で冷却した。このようにして得ら
れたこの生成した誘電体は、５３重量％のＳｉＯ2、５重量％のＰＴＦＥ、及び４２重量
％の接着剤を含み、銅に対する良好な接着性、３．３の誘電率（１０ＧＨｚ）、及び０．
００５の誘電正接（１０ＧＨｚ）を示した。
例３
２７４．７ｇのビスマレイミドトリアジン樹脂（BT206OBJ，三菱ガス化学社）と４８５ｇ
のＭＥＫのマンガン触媒溶液の中に４８３ｇのＳｉＯ2（HW-11-89）を混ぜ入れることに
よって微細な分散系を調製した。均一性を保証するため、この分散系を絶えず攪拌した。
次いで厚さ０．０００２インチの延伸膨張ＰＴＦＥの小片をこの樹脂混合物の中に浸し、
取り出し、次いで可撓性のある複合材料を得るため、張力下で１６５℃にて１分間乾燥し
た。このプリプレグの数層を銅箔の間に配置し、真空を利用した液圧プレスにより２２５
℃の温度で９０分間にわたって２５０ｐｓｉでプレスし、次いで圧力下で冷却した。この
ようにして得られた生成した誘電体は、５７重量％のＳｉＯ2、４重量％のＰＴＦＥ、及
び３９重量％の接着剤を含み、銅に対する良好な接着性、３．２の誘電率（１０ＧＨｚ）
、及び０．００５の誘電正接（１０ＧＨｚ）を示した。
例４
１５．４４ｋｇのＴｉＯ2粉末（TI Pure R-900、デュポン社）を、３．３０ｋｇのビスマ
レイミドトリアジン樹脂（BT206OBJ，三菱ガス化学社）と１５．３８ｋｇのＭＥＫのマン
ガン触媒溶液の中に混ぜ入れることによって微細な分散系を調製した。この分散系を、均
一性を保証するように絶えず攪拌した。ＴｉＯ2を充填した厚さ０．０００４インチの延
伸膨張ＰＴＦＥ（ＴｉＯ2の充填率が４０％であって膜を最後に圧縮しなかった以外は、
モルチマーの米国特許第４９８５２９６号の教示にしたがって充填した）の小片を、次い
でこの樹脂混合物の中に浸し、取り出し、次いで可撓性のある複合材料を得るため、張力
下で１６５℃にて１分間乾燥した。このようにして得られた部分硬化した接着剤複合材料
は、７０重量％のＴｉＯ2、９重量％のＰＴＦＥ、及び２１重量％の接着剤を含んだ。こ
のプリプレグの数層を銅箔の間に配置し、真空を利用した液圧プレスにより２２０℃の温
度で５００ｐｓｉにて９０分間プレスし、次いで圧力下で冷却した。この得られた誘電体
は、銅に対する良好な接着性、１０．０の誘電率、及び０．００８の誘電正接を示した。
例５
７．３５ｋｇのＳｉＯ2（ADMATECHS SO-E2，Tatsumori LTD）に７．３５ｋｇのＭＥＫと
７３．５ｇのカップリング剤、即ち、3-グリシジルオキシプロピルトリメトキシシラン（
Dynasylan GLYMO（Petrach Systems））を混合することによって微細分散系を調製した。
ＳＯ－Ｅ２は、メーカーによると０．４～０．６μｍの粒子直径、４～８ｍ2／ｇの比表
面積、０．２～０．４ｇ／ｃｃ（ルース）の嵩密度を有する高い球形性のシリカと説明さ
れている。
この分散系に、メチルエチルケトン（ＭＥＫ）中のシアン化フェノール樹脂のプリマセッ
トＰＴ－３０（ロンザ社）の５０重量％溶液の９３２ｇ、ＭＥＫ中のＲＳＬ１４６２（シ
ェルレジンズ社（CAS#25068-38-6））の５０重量％溶液の８９６ｇ、ＭＥＫ中のＢＣ－５
８（グレートレークス社）の５０重量％溶液の３８０ｇ、ＭＥＫ中のビスフェノールＡ（
アルドリッチ社）の５０％溶液の５４ｇ、１２．６ｇのイルガノックス１０１０（チバガ
イギー社）、マンガン-2-エチルヘキサノエート（Mn HEX-CEM（ＯＭＧ社））の０．６％
溶液の３．１ｇ、及び２．４０ｋｇのＭＥＫを添加した。この分散系を、約１～３ガロン
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／分の速度で約２０分間にわたってＭｉｓｏｎｉｃｓ連続フローセルによる超音波攪拌に
供した。このようにして得られた微細分散系を、固形分１１．９重量％の全浴濃度（over
all bath concentration）までさらに希釈した。
この微細分散系を含浸浴に注ぎ入れた。延伸膨張ポリテトラフルオロエチレンのウェブは
、図１０の結節とフィブリルの構造と次の特性を有した。

フレージャー数は、評価される材料の空気透過率に関係する。空気透過率は、空気の流れ
の測定のために約６平方インチの円形領域に設けられたガスケット付固定具にウェブを締
めつけることによって測定される。上流側は、乾燥圧縮空気の供給源に直列の流量計に接
続された。サンプル固定具の下流側は大気に開放された。テストは、サンプルの上流側に
水柱０．５インチの圧力を加え、直列の流量計（流量計に接続されたボール浮遊式ロータ
ーメーター）を通過する空気の流量を記録することによって行われる。
ボール破裂強度は、破壊の最大値を測定することによってサンプルの相対的な強度を評価
するテストである。ウェブは、２枚のプレートの間に締めつけられながら、直径１インチ
のボールで攻撃される。Ｃｈａｔｉｌｌｏｎフォースゲージボール破裂試験を使用した。
媒体が測定装置にぴんと張って配置され、破裂プローブのボールに接触するようにウェブ
を持ち上げることによって圧力が加えられる。破断時の圧力が記録される。
上記のウェブは、均一性を保証するため、ある速度又は約３フィート／分で常時攪拌した
含浸浴の中を通した。含浸したウェブは、溶媒の全て又は殆どを除去するため直ちに加熱
オーブンを通過させ、ロール上に回収する。
このプリプレグの数層を銅箔の間に配置し、真空を利用した液圧プレスで２２０℃の温度
で９０分間にわたって２００ｐｓｉでプレスし、次いで圧力下で冷却した。得られた誘電
体は、銅に対する良好な接着性、３．０の誘電率（１０ＧＨｚ）、及び０．００８５の誘
電正接（１０ＧＨｚ）を示した。
例４と例７で使用した粒子状フィラーの物理的特性を下記に比較する。

例６
溶融ケイ素の蒸気燃焼によって調製したＳｉＯ2を主成分とするフィラーと接着剤の含浸
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された混合物を含む延伸膨張ポリテトラフルオロエチレン（ｅＰＴＦＥ）マトリックスを
次のようにして調製した。最初に２つの前駆体混合物を調製した。１つは、例５に類似の
シラン処理シリカを含むスラリーの形態であり、もう１つは、樹脂と別な成分の触媒添加
されていない配合物とした。
－混合物Ｉ－
シリカスラリーは、ＭＥＫ中の例５のＳＯ－Ｅ２シリカの５０／５０配合物であり、本シ
リカは、シリカの１重量％に等しいシランのコーティングを含んだ。５ガロンの容器に１
７．５ポンドのＭＥＫと７９ｇのシランを添加し、ＭＥＫ中のシランの均一な分散を保証
するため、２つの成分を混合した。次いで例５のシリカの１７．５ポンドを添加した。Ｍ
ＥＫ・シリカ・シラン混合物の２つの５ガロン容器を反応器に加え、その内容物、即ちス
ラリーを、約１時間にわたって超音波分散器によって再循環させ、存在し得る全てのシリ
カ凝集物を破壊した。超音波攪拌を終え、内容物を連続的に混合しながら、反応器の内容
物を約１時間約８０℃に加熱した。次いで反応した混合物を１０ガロンの容器に移した。
－混合物II－
所望の樹脂配合物の生成物は、約６０％の固形分を含有する触媒添加されていない樹脂配
合物を含むＭＥＫを基剤とした混合物（接着剤）であり、その固形分は、正確には、４１
．２％のＰＥ－３０シアン化フェノール樹脂、３９．５％のＲＳＬ１４６２エポキシ樹脂
、１６．７％のＢＣ５８難燃剤、１．５％のイルガノックス１０１０安定剤、及び１％の
ビスフェノールＡ共触媒の混合物であり、％はいずれも重量基準である。
１０ガロンの容器の中に１４．８ポンドのＰＴ－３０と１５～２０ポンドのＭＥＫを添加
し、ＰＴ－３０を完全に溶かすように激しく攪拌した。次いで６ポンドのＢＣ５８を秤量
し、ＭＥＫ／ＰＴ－３０の溶液に添加し、ＢＣ５８を溶媒和するために激しく攪拌した。
安定剤の２４４．５ｇのイルガノックス１０１０、及びビスフェノールＡの１６３ｇを添
加した。１０ガロンの容器を再度秤量し、１４．２２ポンドのＲＳＬ１４６２を添加した
。追加のＭＥＫを添加し、混合物の重量を６０ポンドにした。次いで約１～２時間にわた
って、又は固体成分を完全に溶かすのに必要なだけ長くその内容物を激しく攪拌した。
所望の生成物は、シランで処理したシリカ、触媒添加されていない樹脂配合物、及びＭＥ
Ｋの混合物であり、その固形分の６８重量％がシリカであり、全固形分は混合物の５～５
０重量％である。正確な固形分濃度は実験ごとに変わり、一部は含浸される膜によって決
まる。触媒レベルは、ＰＴ－３０とＲＳＬ１４６２の合計に対して１０ｐｐｍである。
混合物ＩとＩＩの固形分を、前駆体の正確性を実証するため、及び生じた全ての溶媒の飛
散を補償するために測定した。混合物Ｉを１０ガロンの容器に添加し、１２ポンドの固体
分、例えば、２３．４８ポンドの混合物Ｉ中の５１．５％の固形分を得た。次いで混合物
ＩＩをその容器に添加し、５．６４ポンドの固体分、例えば、９．４６ポンドの混合物Ｉ
Ｉ中の５９．６％の固形分を得た。マンガン触媒溶液（ミネラルスピリット中の０．６％
）の３．４５ｇを混合物Ｉと混合物ＩＩの混合物に添加し、十分に混合し、高い固形分の
混合物を作成した。
その高固形分の混合物に十分なＭＥＫを添加して６３ポンドの全重量にすることによって
、ｅＰＴＦＥマトリックスを含浸するための固形分２８％の混合物の浴混合物を調製した
。
次に、ｅＰＴＦＥマトリックスをこの浴混合物で含浸し、誘電体材料を作成した。
例７
２６．８ｇのファーネフブラック（ニュージャージ州のリッジフィールドパークにあるデ
グッサ社より入手のSpecial Schwarz 100）、及び７９ｇのカップリング剤（Dynaslan GL
YMO CAS #2530-83-8、3-グリシジルオキシプロピル-トリメトキシシラン（Petrach Syste
ms））を混合することによって微細分散系を調製した。この分散系を１分間にわたって超
音波攪拌に供し、次いで予め超音波攪拌しておいた１７．５ポンドのＭＥＫ中の１７．５
ポンドのＳｉＯ2（ＳＯ－Ｅ２）の攪拌中の分散系に添加した。一定の頂部からの混合を
しながら最終的な分散系を加熱して１分間の還流を行い、次いでこれを室温まで放冷した
。
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これとは別に、ＭＥＫ中のプリマセットＰＴ－３０の５７．５重量％混合物の３４１３ｇ
、ＭＥＫ中のＲＳＬ１４６２の７６．８重量％混合物の２４５６ｇ、ＭＥＫ中のＢＣ５８
（グレートレークス社）の５３．２重量％溶液の１４９５ｇ、ＭＥＫ中のビスフェノール
Ａ（アルドリッチ社）の２３．９重量％溶液の２００ｇ、７１．５ｇのイルガノックス１
０１０、ミネラルスピリット中のＭｎ　ＨＥＸ－ＣＥＭ（ＯＭＧ社）の０．６重量％溶液
の３．２１ｇ、及び２．４０ｋｇのＭＥＫを加えることによって接着剤ワニスを調製した
。
別な容器の中に、上記の分散系の３７３９ｇ、及び０．０２３３ｇのファーネスブラック
（ニュージャージ州のリッジフィールドパークにあるデグッサ社より入手のSpecial Schw
arz 100）、１３２８ｇの上記の接着剤ワニス、及び３８．３ポンドのＭＥＫを添加した
。この混合物を含浸浴に注ぎ入れ、ある速度又は約３フィート／分でｅＰＴＦＥウェブを
含浸浴の中に通した。均一性を保証するため、この分散系を絶えず攪拌した。含浸したウ
ェブは、溶媒の全て又は殆どを除去するために直ちに加熱オーブンを通過させ、ロール上
に回収した。
このプリプレグの数層を銅箔の間に配置し、真空を利用した液圧プレスで２００℃の温度
で９０分間にわたって２００ｐｓｉでプレスし加圧下に冷却した。得られた誘電体は、銅
に対する良好な接着性を示した。
例８
ＭＥＫ中のプリマセットＰＴ－３０（PMN P-88-1591）の５７．５重量％溶液の３４１３
ｇ、ＭＥＫ中のＲＳＬ１４６２の７６．８重量％溶液の２４５６ｇ、ＭＥＫ中のＢＣ－５
８（グレートレークス社）の５３．２重量％溶液の１４９５ｇ、ＭＥＫ中のビスフェノー
ルＡ（アルドリッチ社）の２３．９重量％溶液の２００ｇ、７１．５ｇのイルガノックス
１０１０、ミネラルスピリット中のＭｎ　ＨＥＸ－ＣＥＭ（ＯＭＧ社）の０．６重量％溶
液の３．２１ｇ、及び２．４０ｋｇのＭＥＫを加えることによって接着剤ワニスを調製し
た。
別な容器の中に、上記の接着剤ワニスの１３２８ｇを、４２．３ポンドのＭＥＫ、６．４
０ｇのファーネスブラック（ニュージャージ州のリッジフィールドパークにあるデグッサ
社より入手のSpecial Schwarz 100）、及び１８６０．９ｇのＳｉＯ2（ＳＯ－Ｅ２）と共
に加えた。この混合物を含浸浴に注ぎ入れ、ある速度又は約３フィート／分でｅＰＴＦＥ
ウェブを含浸浴の中を通した。均一性を保証するため、この分散系を絶えず攪拌した。含
浸したウェブは、溶媒の全て又は殆どを除去するため直ちに加熱オーブンを通過させ、ロ
ール上に回収した。
このプリプレグの数層を銅箔の間に配置し、真空を利用した液圧プレスで２２０℃の温度
で９０分間にわたって２００ｐｓｉでプレスし加圧下に冷却した。得られた誘電体は、銅
に対する良好な接着性を示した。
本発明を、特定の態様について説明したが、当業者には、以上の説明と添付図面に照らし
て多くの変化や変更があり得ることは明白である。したがって、本発明は、特許請求の範
囲の思想と範囲の中に収まる全ての変更や変化を包含するものである。
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